
日
本
の
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
と
大
谷
派
教
団
の
動
き
を
今
一
度
振

り
か
え
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
近
代
国
家
を
目
指
す
明
治
初
頭

の
衛
生
政
策
は
、
コ
レ
ラ
等
の
急
性
感
染
症
へ
の
対
処
に
追
わ
れ
、

ハ
ン
セ
ン
病
に
は
特
別
な
施
策
は
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ハ
ン

セ
ン
病
が
当
時
の
国
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
脅
威
で
は
な
か
っ
た
こ

と
を
裏
づ
け
ま
す
。
し
か
し
１
８
９
７
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
開
か
れ
た

万
国
癩
会
議
で
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
感
染
症
で
あ
り
予
防
策
と
し
て
は

隔
離
が
提
唱
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
１
８
９
９
年
に
欧
米
人
達
が
日
本

国
内
を
自
由
に
居
住
・
旅
行
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
「
内
地
雑
居
」

が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、ハ
ン
セ
ン
病
は
国
家
の
恥
辱
と
さ
れ
、

病
気
そ
の
も
の
の
治
療
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
患
者
を
欧

米
諸
国
の
視
線
か
ら
覆
い
隠
す
た
め
に
隔
離
す
る
方
向
へ
と
突
き
進

ん
で
い
っ
た
の
で
す
。

明
治
初
頭
の
大
谷
派
教
団
の
動
き
は
北
海
道
開
拓
、
日
清
・
日

露
戦
争
へ
の
協
力
、
海
外
布
教
、
貧
民
救
済
事
業
な
ど
国
家
事
業
と

密
接
に
連
動
し
て
お
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
へ
の
関
わ
り
も
ま
た
こ
の
よ

う
な
一
連
の
動
き
と
同
様
に
、
国
家
の
要
請
を
受
け
、
そ
れ
を
教
団

と
し
て
受
け
と
め
、
教
団
の
主
体
的
な
取
り
組
み
を
、
１
９
０
７
年

の
法
律
「
癩
予
防
ニ
関
ス
ル
件
」
の
公
布
と
同
時
に
始
め
ま
す
。

１
９
３
１
年
に
は
大
谷
派
光
明
会
を
設
立
し
、
さ
ら
に
国
の
隔
離
政

策
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
き
ま
す
。
教
団
内
外
に
は
「
恐
ろ
し
い
病

気
」
と
民
衆
の
恐
怖
心
を
あ
お
り
、
隔
離
政
策
の
必
要
性
を
訴
え
、

ま
た
「
療
養
所
は
楽
園
」
と
説
き
、
隔
離
さ
れ
た
入
所
者
の
生
活
の

支
え
と
し
て
、
ま
た
隔
離
の
受
容
を
果
た
す
役
割
と
し
て
の
宗
教
、

い
わ
ゆ
る
「
慰
安
教
化
」
を
展
開
し
ま
し
た
。
当
時
の
教
団
は
悪
意

に
よ
っ
て
動
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
家
の
要
請
に
真
面
目
に

応
え
、
入
所
者
に
宗
教
的
な
救
い
、
慰
安
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で

す
。90

年
の
長
き
に
わ
た
る
国
の
ハ
ン
セ
ン
病
絶
対
隔
離
政
策
の
根

拠
と
な
っ
た
法
律
「
ら
い
予
防
法
」
は
１
９
９
６
年
に
廃
止
さ
れ
ま

す
が
、
同
時
に
大
谷
派
は
「
謝
罪
声
明
」
を
発
表
し
ま
す
。
真
面
目

に
国
家
に
協
力
し
、
真
面
目
に
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
認

め
、「
病
そ
の
も
の
と
は
別
の
、
も
う
一
つ
の
苦
し
み
」
を
も
た
ら

し
た
こ
と
を
、
隔
離
さ
れ
て
き
た
す
べ
て
の
人
々
、
家
族
・
親
族
に

対
し
て
謝
罪
し
た
の
で
す
。

そ
の
時
の
あ
る
退
所
者
の
方
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
過
去
の
歴

史
を
見
つ
め
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
か
わ

い
そ
う
な
人
に
何
か
を
し
て
あ
げ
る
と
い
う
運
動
、
慈
善
事
業
を
超

え
て
い
く
運
動
を
起
こ
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
共
に
生
き
る
と
い
う

運
動
だ
と
思
う
。」
私
は
こ
の
言
葉
と
と
も
に
、「
謝
罪
」
の
内
容
の

本
質
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
謝
罪
」
は
終
点

で
は
な
く
、「
共
に
生
き
る
運
動
」
の
ス
タ
ー
ト
地
点
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

４
月
中
旬
、
奥
羽
教
区
教
学
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
と

教
区
の
有
志
合
わ
せ
て
10
名
で
、
台
湾
の
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
「
楽
生
院
」
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
私
自
身
初

め
て
の
訪
問
で
し
た
。
快
晴
の
中
、
日
本
語
の
堪
能
な

張ち
ょ
う

文ぶ
ん

賓ひ
ん

さ
ん
と
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
宗
田
昌
人
さ

ん
に
施
設
の
中
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

園
内
の
い
た
る
所
に
地
下
鉄
工
事
（
※
）
に
伴
う
爪

痕
が
あ
り
ま
し
た
。
2
0
1
1
年
に
で
き
た
居
住
区

と
病
院
と
を
つ
な
ぐ
橋
は
亀
裂
が
で
き
て
、
補
修
工
事

を
し
た
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
戦
前
か
ら
の
建
物
に

は
今
も
ヒ
ビ
が
入
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
鉄
骨
の
支

え
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

交
流
会
を
兼
ね
た
昼
食
を
、
私
た
ち
と
園
の
皆
さ
ん

と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
学
生
さ
ん
と
す
ま
せ
て
か
ら
、
納

骨
堂
に
て
お
参
り
を
し
ま
し
た
。
納
骨
堂
に
は
台
湾
の

人
だ
け
で
な
く
日
本
人
も
一
緒
に
合
葬
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
驚
き
、
海
を
越
え
て
の
隔
離
政
策
が
、
台
湾
人
・

日
本
人
と
も
に
故
郷
に
帰
ら
せ
な
い
、
帰
れ
な
い
と
い

う
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
交
流
会
の
最
後

に
皆
で
「
ふ
る
さ
と
」
を
歌
い
ま
し
た
。
日
本
の
療
養

所
で
も
交
流
会
で
歌
っ
た
り
す
る
「
ふ
る
さ
と
」
で
す

が
、こ
こ
楽
生
院
で
歌
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

台
湾
の
人
に
と
っ
て
日
本
語
の
「
ふ
る
さ
と
」
は
ど
う

歌
い
続
け
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
聞
き
そ
び

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
参
加
し

た
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
ま
た
交
流
を
も
ち
た
い
と
話

し
て
い
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
も
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て

も
交
流
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。

「
ハ
ン
セ
ン
懇
」
広
報
部
会

　本
間
義
敦

風
の
そ
よ
ぎ
で
草
木
が
揺
れ
、
そ
れ
さ
え
も
一
人
の
俳
優
の

よ
う
に
存
在
感
を
創
出
し
て
い
く
、
河
瀨
直
美
監
督
・
脚
本
の

映
画
『
あ
ん
』
を
観
て
き
ま
し
た
。
昨
年
11
月
の
多
磨
全
生
園

報
恩
講
の
時
に
F
さ
ん
が
「
樹
木
希
林
さ
ん
た
ち
が
出
る
映
画

を
こ
こ
で
撮
影
し
て
い
る
の
よ
…
…
」
と
話
さ
れ
て
い
た
映
画

で
す
。
セ
リ
フ
の
中
で
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
こ
と
は
一

回
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
わ
く
あ
っ
て
ど
ら
焼
き
屋
を
し
て
い
る
千

太
郎
、
そ
し
て
、
ど
ら
焼
き
を
食
べ
に
来
る
女
子
中
学
生
の
ワ
カ
ナ
の
二

人
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
で
あ
っ
た
、
あ
ん
こ
作
り
50
年
の
徳
江
と
出
会

い
、
語
ら
い
、
そ
し
て
、
四
季
の
移
ろ
い
を
桜
の
木
に
委
ね
、
淡
々
と
物

語
が
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
。
あ
る
日
、
徳
江
は
ど
ら
焼
き
屋
を
去
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
の
時
初
め
て
、
千
太
郎
は
「
世
間
っ
て
恐
い
よ
。
世
間
よ

り
も
も
っ
と
ひ
ど
い
の
は
俺
だ
。
守
れ
な
か
っ
た
ん
だ
、
俺
は
」
と
、
心

の
叫
び
を
言
葉
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、
徳
江
か
ら
の
手
紙
に
は
「
こ
の
世

に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
言
葉
を
持
っ
て
い
る
、
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
」

と
。強

者
が
大
き
な
声
を
発
し
て
、社
会
を
作
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、

弱
き
者
の
小
さ
き
声
、
山
川
草
木
の
声
に
も
五
感
を
研
ぎ
す
ま
し
て
、
聞

き
耳
を
立
て
る
こ
と
を
感
じ
る
映
画
で
し
た
。「
そ
こ
に
は
人
が
い
る
」

―
来
年
4
月
、
山
陽
教
区
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
第
10
回
真
宗
大
谷
派 

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
全
国
交
流
集
会
」
の
テ
ー
マ
で
す
。
心
し
た
い
も
の
で

す
。

（「
ハ
ン
セ
ン
懇
」
広
報
部
会
　旦
保

　立
子
）
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台
湾
楽
生
院
訪
問
記

解
放
運
動
推
進
本
部

　蓑
輪

　秀
一

あとがき

２
０
０
１
年
、
楽
生
院
の
敷
地
内
に
及
ぶ
地
下
鉄

建
設
工
事
が
始
ま
り
、
楽
生
院
は
強
制
移
転
通
告

を
受
け
た
。
２
０
０
５
年
に
は
入
所
者
に
よ
る
自

治
組
織
「
楽
生
保
留
自
救
会
」
を
結
成
。
住
み
続

け
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
行
政
と
の
交
渉
を
続
け
て

き
た
が
工
事
は
継
続
し
、
地
盤
沈
下
な
ど
新
た
な

問
題
も
生
じ
て
い
る
。
入
所
者
の
多
く
は
新
病
棟

に
移
っ
た
が
、
工
事
継
続
に
反
対
す
る
人
た
ち
は

住
み
な
れ
た
建
物
で
暮
ら
し
て
い
る
。

※

姫路でお待ちしています !!

第 10 回 真宗大谷派
ハンセン病問題全国交流集会

私たちの歩み、そこには人がいる

ーらい予防法廃止、
謝罪声明から20年ー

【日時】
2016年4月19日（火）～21日（木）

【会場】
姫路船場別院本徳寺／
長島愛生園／邑久光明園
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邑久長島大橋「人間回復の橋」

手影島

船越

看護学校

虫明漁港

瀬溝

グラウンド

監禁室

園碑

納骨堂 真宗会館

「らい予防法」
違憲国家賠償訴訟勝訴記念の碑

資料展示室

長島に1930年に愛生園が開園、1938年に光明園が復興開
園。島から本土までの距離はわずか30メートル足らずだ
が、入所者にとって対岸は遠い場所だった。1969年、入
所者から「橋を架けよう」と
いう声が上がり、約20年に
わたる架橋運動が始まっ
た。1988年5月9日、開通。
この橋は「強制隔離を必要
としない証」として「人間
回復の橋」と呼ばれている。

療養所長に患者の懲戒検
束権が付与され、園長の権
限で監禁室の使用が認め
られた。親の葬儀等で帰り
たくても許可が出ず逃走をはかった者、賭博等、
規則を破った者などが入れられた。監禁室は1939
年から53年まで使用されていたが、2002年5月に歴
史的建造物として修復し保存されている。

1942年8月、建立。光明園の前
身である外島保養院時代の歴
史、室戸台風の被害による施設
壊滅から光明園として復興され
るまでの歴史が刻まれている。

1998年7月、熊本地
裁で元患者たちに
よる国賠訴訟が起
こされた。2001年5
月11日、熊本地裁
が下した判決は原
告の全面勝訴。その翌年、光明園の入所者有
志によって建立された。

旧光明学園校舎を利用した資料展示室で、以
前の夫婦舎の居室を再現した部屋や過去に使
用されていた生活道具などが展示されてい
る。光明学園は1939年に開校し、教師は入所
者が務めた。小学
校は1959年、中学
校は1962年に閉
校となった。最も
多いときは71名が
在籍していた。

楯崎

しのびづか公園

恵の鐘回春寮（収容所）

新良田教室（P.4参照）

真宗会館（P.4参照）

浪
な に わ

花道路収容桟橋 納骨堂

火葬場跡。園内に火葬場が設けられ、
同じ入所者自身の作業によって火葬さ
れていた。1964年12月から愛生園と共
同利用になり、2000年12月まで使用。
また、2002年には園内に49体の胎児等
標本の存在が明らかになった。2007年4月にその遺骨を納めた
石碑「しのび塚」が建てられ、毎年法要が行われている。

愛生園を見渡せる高台、光が丘
にあり、1935年11月20日、竣工
式が行われた。1936年、入所
者の処遇改善を求めたハンスト
「長島事件」の舞台となった場
所である。集まった入所者の手
により「恵の鐘」が鳴らされ、
その音を聞いた多くの入所者
が、処遇改
善のたたか
いに起ち上
がっていっ
た。

1930年に園の管理棟として建てられ、1996年
まで園の運営に関する業務を行っていた。園
長室では、光田健輔初代園長から４代の尾上
修園長まで執務を行っていた。当時、園長室
を含めこの建物は入所者が自由に立ち入るこ
とができない場所だった。2003年、老朽化し
た内部を改装し、長島愛生園歴史館として開
館。日本のハンセン病政策の歴史の中でも重
要な役割を果たした場
所であり、現在はハン
セン病問題を学ぶとと
もに、人権問題につい
て学習する場となって
いる。

入所するとまずこの建
物に収容され、さまざ
まな検査が行われた。
消毒風呂への入浴、持
ち物の消毒も行われ、
現金なども取り上げら
れた。社会との隔絶を
否が応でも突きつけら
れた。

1934年、室戸台風の
直撃を受けた外島保
養院（大阪）の入所
者らが復旧までの
間、愛生園に入所し
た際、彼らの作業によって道路が切り開かれ、
「浪花道路」と命名された。外島保養院は
1938年、邑久光明園として再出発した。

1934年、収容が行われてい
た浜に新たに桟橋が設置さ
れ、多くの入所者がここか
ら上陸した。家族などの付
き添い者はここまでしか入
ることができず、入所者に
とってこの桟橋は社会や家
族との別れの場となった。

1934年に建立された。現在の納骨
堂は2002年に改築されたものであ
る。隔離政策により、亡くなって
もなお故郷に帰ることができない
遺骨がおさめられている。

長島愛生園・邑
お

久
く

光明園
フィールドワークマップ
2016年4月19日～ 21日に、第10回真宗大谷派ハンセン病問題全国交流集会が開催されます。
その会場となる岡山県長島の長島愛生園と邑久光明園をご紹介します。

長島愛生園歴史館
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手芸部の方にいただいた手作りの栞
しおり

に書かれた言葉です。
岡山市の東南35kmの瀬戸内海に浮かぶ長島には国立療養所長島愛生園と邑久光明園が
あります。瀬戸内海の温暖な気候と四季折々の美しい自然に満ちあふれた療養所です。
しかし、光明園は前身である外島保養院（1909年、現在の大阪市西淀川区に開設）時代
の悲しい歴史から始まります。外島保養院は海抜ゼロメートル地帯にあったため、1934年
の室戸台風によりほぼすべての建物が倒壊流失し、多数の尊い命が奪われました。その後
３年半の苦難の避難生活を経て、1938年４月に現在の地に復興されました。
邑久光明園の同朋会「真宗法話会」の創始者、大

おさらぎ

仏正
まさ

人
と

氏は外島保養院時代から精神面
における指導的役割を担い、室戸台風で流失したにもかかわらず奇跡的に発見されたとい
う阿弥陀如来像を中心に、信仰の場として法灯をともし続けました。現在では吉田常念会
長を中心に偶数月に法話会が開かれています（愛生園と隔月で開催）。
ハンセン病問題と入所者の歴史を物語る療養所には様々な爪痕が残っています。施設長
に入所者の「懲戒検束権」が与えられていた時代の監禁室は、現在も見学することができ
ます。遺骨になっても故郷に戻れなかった入所者のために納骨堂があることは終生隔離の
象徴といえます。また、旧火葬場に作られた「しのびづか公園」には「しのび塚」「胎児
等慰霊碑」「鎮魂碑」があり、毎年慰霊祭が執り行われています。
1988年、「人間回復の橋」として邑久長島大橋が開通し、長島はもはや離島ではなくな
りました。今年で4回目を迎える「ワクワク保養ツアー」は光明園に福島から親子をお招
きし、放射能の影響の少ない環境で入所者の方々との交流を続けています。また療養所ま
るごとの社会復帰を目指し、特別養護老人ホームが今年度開設する予定です。
また現在、高齢になった入所者の生活を支える新たな仕組みが整えられています。その
ひとつが「エンド・オブ・ライフ・ケア」チームの導入です。職員が入所者一人ひとりの
人生に寄り添い、「その人らしく」生きられるよう、
個人の要望に応じた支援を行う活動をしていま
す。また、家族の代理としての「世話役」が今ま
で担ってきた役割を継承することとなります。入
所者は高齢化し、残された時間はわずかです。「生
きてきて良かった」と感じられるよう、共に人間
回復の道を歩み続けたいと思います。

「ハンセン懇」交流集会部会　藤井満紀

1930年、初の国立療養所とし
て開園。翌年、初代園長光田健輔は、85
名の患者（ほとんどが全生病院の入所者
から選ばれた）と共に長島に入った。

その人たちは「開拓患者」と呼ばれた。治療
のために入所したにもかかわらず、愛生園に
限らずどの療養所でも開拓、看護、介助等は
患者自身による強制労働だった。

1934年、大谷派大谷智
子裏方からの寄付金1500円を基金に入所
者の皆さんの尽力で万

ばん

霊
れい

山
ざん

に建てられた。

初めて療養所に行った時、納骨堂があること
に驚いた。お骨になってもふるさとに帰れな
いと聞いて、複雑な思いだった。

「癩予防法」が徹底される中
で、1936年、劣悪な待遇に耐えきれず逃亡
をはかった入所者を監禁したことに端を
発し、待遇改善や自治権の確立を求め、入
所者によるハンガーストライキに発展した。

この事件をきっかけにして、入所者の抵抗を
抑えつけるため、草津の栗生楽泉園にあの劣
悪非道な「特別病室」（「重監房」）が設置された。

1955年愛生園内に開校し、全国の療養所
から生徒が入学。32年間に307名の卒業
生を送り出し、その内73% の225名の方
が社会復帰している。

1951年、参議院厚生委員会「らいに関する
特別小委員会」で、光田園長は「手錠でもは
めてから捕まえて、強制的に（療養所に）入れれ
ばいい」と証言。改めて強制隔離や断種の必
要性を強調する証言は、全国の療養所で抗議
運動が起こるきっかけとなった（「癩予防法」闘
争）。この闘争で確約された一つが高等学校設
立で、邑久高等学校新良田教室が開校した。

1988年5月、
愛生園・光明園の入所者の長年の悲願だっ
た橋が架かった。長さ135メートルのその
橋は「人間回復の橋」と呼ばれている。

この橋が架かってすぐ開かれた真宗同朋会に
おいて、玉光順正さん（山陽教区・光明寺住
職）は、「人間回復ということは、あなたた
ちの人間を回復することはもちろんですが、
そこへ閉じ込めていた、隔離した側の我々の
人間も同時に回復するということです」と話
された。

開園以来続いている同
朋会は、数多くの念仏者を生みだした。
信仰は心のよりどころであったと同時に、
隔離を前提とした慰問布教は「あきらめ」
を説いたことも否めない。

真宗会館では現在も2カ月に1回同朋会が開か
れ（光明園と隔月で開催）、私も参加させてい
ただいている。現在の会長は鈴木幹雄さん。
お勤めと、その後の交流の時間にいろいろお
話を伺うのが楽しみだ。1980年代に、山陽
教区の玉光さんたちが通いはじめ、法話の中
で「ハンセン病の問題と真宗の教え」を取り
上げ続けた。会員の一人、大谷派寺院の生ま
れの藤井善さん（1995年命終）は、その願い
と動きに呼応して、本名の伊奈教勝を名のり、
人間回復のための活動を始められた。善さん
の「動けば動くのです。動かなければなにも
動きません」は、今も私の大切な言葉である。

京都教区　本多倫子

真宗会館での忘年会の一コマ

桜が咲き誇る春の光明園
※現在の入所者129名、平均年齢84.8歳（2015年8月1日現在）
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車窓から美しい海を眺めながら邑久長島大橋を渡ると５分で長島愛生園に着きます。現

在の入所者237名、平均年齢83.7歳（2015年７月１日現在）。今は穏やかなこの島の、85年

という長い間に起こった出来事のほんの一部をご紹介します。
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を
検
討
し
、
監
督
に
対
し
て
申
し
入
れ
を
行
っ
た
結
果
、

監
督
が
ご
本
人
に
謝
罪
を
行
い
和
解
に
至
っ
た
事
例
を
経

験
し
た
。

他
園
に
お
い
て
は
、
認
知
症
の
入
所
者
が
外
出
を
禁
止

さ
れ
、
支
援
者
が
異
議
を
申
し
入
れ
て
も
納
得
の
い
く
回

答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
や
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
関
連
す

る
疾
患
の
治
療
の
た
め
に
療
養
所
に
入
院
を
希
望
し
た
退

所
者
に
対
し
て
、
入
院
制
度
を
整
備
し
て
い
な
い
こ
と
を

理
由
に
施
設
が
拒
否
し
、
自
治
会
が
抗
議
す
る
も
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
な
ど
が
見
ら
れ
て
お
り
（
注
：
ハ

ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
で
は
退
所

者
が
療
養
所
で
治
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
医
療
体
制
を
整

備
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
）、
入
所
者
・
退
所
者

の
人
権
が
守
ら
れ
る
た
め
、
人
権
擁
護
委
員
会
の
介
入
が

望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

自
治
会
の
活
動
が
活
発
で
、
な
お
か
つ
施
設
と
良
好
な

関
係
が
あ
れ
ば
、
人
権
擁
護
委
員
会
の
必
要
性
は
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
治
会
の
活
動
力
が

低
下
し
て
い
く
に
つ
れ
、
施
設
運
営
が
入
所
者
の
意
向
を

尊
重
し
て
行
わ
れ
る
た
め
に
は
人
権
擁
護
委
員
会
の
果
た

す
べ
き
役
割
は
大
き
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

「
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
」
チ
ー
ム
お
よ
び

人
権
擁
護
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
市

民
学
会
で
2
0
1
3
年
5
月
か
ら
2
年
間
に
わ
た
る
検
討

し
て
き
た
結
果
を
原
案
に
ま
と
め
、
2
0
1
4
年
3
月
に

全
国
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
協
議
会
に
提
出
し
、
そ

れ
を
受
け
て
2
0
1
4
年
6
月
の
定
期
協
議
会
で
検
討
議

題
と
さ
れ
、
現
在
、
2
0
1
5
年
6
月
の
定
期
協
議
会
に

向
け
て
関
係
者
の
間
で
最
終
案
の
取
り
ま
と
め
作
業
が
行

わ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

も
と
よ
り
入
所
者
の
人
権
を
軽
ん
じ
る
園
長
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
ど
ん
な
に
見
識
が
高
い
園
長
で
あ
っ
て
も

独
断
、
独
善
に
陥
れ
ば
、
入
所
者
の
人
権
を
大
き
く
傷
つ

け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
た
と
え
入
所
者
の

自
治
能
力
が
低
下
し
た
時
期
を
迎
え
よ
う
と
も
、
入
所
者

の
人
権
が
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
暗
黒
時
代
に
戻

る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。

国
の
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
を
問
う
裁
判
の
成
果
と
し

て
、
入
所
者
の
人
権
の
回
復
と
と
も
に
、
こ
の
問
題
を
深

く
理
解
す
る
支
援
者
の
集
団
が
で
き
た
。
療
養
所
職
員
や

支
援
者
の
良
心
の
結
集
が
療
養
所
の
運
営
を
入
所
者
の
人

権
が
最
後
ま
で
守
ら
れ
る
形
で
導
い
て
い
く
こ
と
を
願
っ

て
や
み
ま
せ
ん
（
2
0
1
4
年
11
月
30
日　

記
）。

邑
久
光
明
園
で
の
取
り
組
み

①
「
エ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
」
チ
ー
ム

こ
の
チ
ー
ム
の
主
な
役
割
は
終
末
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る

入
所
者
の
医
療
と
生
活
支
援
が
ご
本
人
の
意
向
に
沿
っ
た

形
で
行
わ
れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
で
あ
る
。

光
明
園
で
は
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
講
師

を
招
い
て
学
習
を
行
い
、
沖
縄
愛
楽
園
の
先
行
事
例
を
見

学
さ
せ
て
頂
く
な
ど
の
準
備
を
経
て
、
2
0
1
4
年
4
月

に
活
動
を
開
始
し
た
。

個
別
の
入
所
者
へ
の
支
援
と
し
て
、
終
末
期
医
療
の
あ

り
方
を
チ
ー
ム
で
検
討
し
、
ス
タ
ッ
フ
間
で
病
状
や
治
療

方
針
の
共
通
認
識
を
図
り
な
が
ら
本
人
の
意
思
確
認
を
行

い
、
本
人
に
と
っ
て
最
良
と
考
え
ら
れ
る
医
療
、
看
護
の

提
供
を
支
援
し
た
。
ま
た
、
人
生
で
重
要
な
意
味
を
持
つ

外
出
に
対
し
て
支
援
方
法
の
検
討
を
行
い
、
園
か
ら
看
護

師
と
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
付
き
添
い
を
付
け
る

こ
と
で
外
出
の
実
現
を
図
っ
た
。

終
末
期
医
療
の
意
思
確
認
と
し
て
、
順
次
、
ス
タ
ッ
フ

が
入
所
者
の
意
向
を
聞
き
取
り
シ
ー
ト
に
記
入
し
た
。

今
後
の
個
別
の
生
活
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
基
礎

資
料
と
し
て
、
入
所
者
の
過
去
の
経
験
、
現
在
の
思
い
、

将
来
の
希
望
を
聞
き
取
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
っ
た
。

園
長
ら
幹
部
職
員
に
よ
る
回
診
を
、
全
入
所
者
を
対
象

に
開
始
し
、
希
望
や
心
配
事
な
ど
を
直
接
お
話
し
て
頂
い

た
。ま

た
、
今
後
、
月
1
回
の
買
い
物
バ
ス
で
買
い
物
中
に

ご
不
便
や
ご
心
配
を
来
た
さ
な
い
よ
う
、
マ
ン
ツ
ー
マ
ン

の
付
き
添
い
を
つ
け
る
な
ど
、
入
所
者
に
と
っ
て
重
要
な

行
事
に
高
齢
と
な
っ
て
も
参
加
で
き
る
体
制
を
整
え
る
方

向
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
医
療
の
意
思
決
定
や
生
活
支
援
に
関
す
る
活

動
は
少
し
前
の
療
養
所
で
あ
れ
ば
園
職
員
の
手
に
よ
る
こ

と
な
く
、
ご
本
人
ま
た
は
家
族
の
代
理
で
あ
る
世
話
人
が

自
分
た
ち
で
で
き
て
い
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
今

後
は
療
養
所
職
員
が
家
族
の
代
理
を
担
い
つ
つ
、
ご
本
人

か
ら
予
め
十
分
な
聞
き
取
り
を
行
い
、
医
療
の
意
思
決
定

や
生
活
支
援
が
ご
本
人
の
意
向
に
沿
う
形
で
な
さ
れ
る
よ

う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

②
人
権
擁
護
委
員
会

こ
の
委
員
会
の
役
割
は
、
療
養
所
の
運
営
が
入
所
者
の

人
権
が
守
ら
れ
る
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
、
療
養
所
に
対
し

助
言
、
勧
告
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
認
知

症
や
運
動
能
力
低
下
の
あ
る
入
所
者
へ
の
外
出
制
限
や
沈

静
剤
の
使
用
が
適
正
か
と
い
っ
た
、
医
療
や
安
全
の
必
要

性
と
自
由
の
制
限
が
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
、
老
朽
化
し
た
建

物
の
更
新
築
や
入
所
者
の
高
齢
化
と
減
少
に
伴
う
施
設
の

集
約
、
宗
教
施
設
や
面
会
人
宿
泊
所
の
管
理
な
ど
施
設
運

営
の
問
題
、
入
所
者
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
事
象
が
生
じ
た

場
合
の
対
処
な
ど
を
扱
う
。

光
明
園
で
は
2
0
1
2
年
に
活
動
を
開
始
し
、
認
知
症

の
進
行
し
た
入
所
者
の
運
転
免
許
証
の
所
持
に
つ
い
て
検

討
し
、
ご
本
人
の
精
神
的
負
担
の
少
な
い
方
法
で
失
効
に

至
っ
た
事
例
、
入
所
者
の
記
し
た
手
記
が
無
断
で
演
劇
の

脚
本
に
使
用
さ
れ
、
不
本
意
な
描
き
方
と
ハ
ン
セ
ン
病
に

関
す
る
不
適
切
な
表
現
が
な
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
対
応

ハンセン病療養所の将来を見据えて
─国立ハンセン病療養所における「エンド・オブ・ライフ・ケア」チーム
および人権擁護委員会の設置について─

全国のハンセン病療養所では入所者の高齢化が進む中、生活を支えるあらたな仕組みを整えることが
急務となっています。40号（2014 年 12 月 26 日発行）から、邑久光明園園長 青木美憲さんに、「エン
ド・オブ・ライフ・ケア」チーム、人権擁護委員会の必要性、そして、これらが果たす具体的な役割
について解説いただきました。
最終回（全 3回連載）となる今号は、邑久光明園の取り組みをご紹介いただきます。
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開催期間 2016年４月19日（火）～ 21日（木）

会　　場 姫路船場別院本徳寺、長島愛生園、邑久光明園
 姫路キャッスルグランヴィリオホテル

募集人数 300人

日　　程 19日　会場：姫路船場別院本徳寺
  徳田靖之氏による基調講演

 20日　会場：長島愛生園、邑久光明園、ホテル
　　  分科会●愛生園、光明園　懇親会●ホテル

 21日　会場：姫路船場別院本徳寺
  法要、分科会報告、宣言文採択

　　※徳田靖之氏　弁護士。ハンセン病国賠訴訟西日本弁護団代表。
　　　ハンセン病市民学会共同代表。

第10回真宗大谷派ハンセン病問題
全国交流集会

私たちの歩み、そこには人がいる
―らい予防法廃止、謝罪声明から20年―

　このたび、「第10回真宗大谷派ハンセン病問題
全国交流集会」を姫路船場別院本徳寺をメイン
会場として、山陽教区の方々とともに開催いた
します。

※参加費、申込方法等につきましては、当誌面・『真宗』誌・
宗派ホームページにおいて、あらためてお知らせいた
します。ぜひご予定ください。




